
調定番号設定事務要領 

 

制  定 昭和56年11月15日課長決  

最近改正 令和５年３月23日営業企画担当課長決  

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、調定番号の設定に関する事務について、必要な事項を定めるものと

する。 

（調定番号の設定方法） 

第２条 一般家屋の調定番号は、次の各号により設定する。 

⑴ 住居表示で番・号が決定しているもの（木造・簡易耐火等の公営住宅で住宅番号を

住居表示にしているもの、及び本市関係を除く。）例－１ 

番コード・号コードは、住居表示の番・号とする。サブコードは、14桁目に「１」

を設定する。ただし、一つの号に使用者が２件以上ある場合は、２件目から９件目ま

での使用者については 14桁目に「２」から「９」を、10件目から 99件目までの使用

者については13・14桁に「10」から「99」を、100件目以上の使用者については12・

13・14桁目に「100」から順次設定する。  

⑵ 木造・簡易耐火等の公営住宅で住宅番号を住居表示にしているもの 例－２ 

ア 住宅 

番コードは、住居表示の番とする。号コード・サブコードは、住居表示の号（棟

番号・部屋番号）とし、号コードについては棟番号、サブコードについては 12～14

桁目に部屋番号で設定する。 

イ 集会所・管理事務所等 

番コードは、住居表示の番とする。号コードは、住宅の棟番号と同じとする。サ

ブコードは、12桁目に「８」を設定し、14桁目に「１」を設定する。ただし、集会

所・管理事務所等が２件以上ある場合は、第１号ただし書きに基づいて設定する。 

⑶ 地下街 例－３ 

番コードは、オールゼロとする。（注．地下街の町名コードは、番を含めて設定し

ている。例、梅田３丁目大阪駅前地下街…町名コード 124）号コードは、住居表示の

号とする。サブコードは、14桁目に「１」を設定する。ただし、一つの号に使用者が

２件以上ある場合は、第１号ただし書きに基づいて設定する。 

⑷ 踏切、遊園地、臨時用等で住居表示の号がないもの（本市関係及び公設消火栓から

の臨時給水を除く。）例－４ 

番コードは、住居表示の番とする。号コードは、オールゼロとする。サブコードは、

12桁目に「５」を設定し、14桁目に「１」を設定する。ただし、一つの番に使用者が

２件以上ある場合は、第１号ただし書きに基づいて設定する。 



⑸ 本市関係（水道局関係を含む）例－５ 

番コードは、住居表示の番とする。号コードは、オールゼロとする。サブコードは、

12桁目に「６」を設定し、14桁目に「１」を設定する。ただし、一つの番に使用者が

２件以上ある場合は、第１号ただし書きに基づいて設定する。 

⑹ 公設消火栓からの臨時給水（請負業者に直接料金を請求しているもの。本市関係を

除く。） 例－６ 

番コードは、住居表示の番とする。号コードは、オールゼロとする。サブコードは、

12桁目に「７」を設定し、14桁目に「１」を設定する。 

⑺ 新設栓 

新設栓は、第１号から第６号に基づいて調定番号を設定する。 

⑻ 中止栓 

中止栓は、家屋があり、一時的に中止しているものについては第１号から第６号に

基づいて調定番号を設定し、家屋のないものについては調定番号を設定しない。（注．

当初の電算機による自動設定では、給水装置所在地の番・号に基づき、設定可能なも

のについて調定番号を設定する。） 

なお、調定番号を設定していないものを開始した場合は、第１号から第６号に基づ

いて調定番号を設定する。 

第３条 中高層住宅の調定番号は、次の各号により設定する。 

⑴ 一般家屋と中高層住宅との調定番号による区分 

各戸計量及び各戸収納を実施している中高層住宅は、一般家屋と区分するため、号

コードの９桁目に住宅区分コード「５」を設定する。ただし、一つの号の中で同一の

棟番号がある場合（棟番号のないものが２つ以上ある場合を含む。）の住宅区分コー

ドは、「５」及び「６」を設定する。 

⑵ 住宅分 

  ア 棟番号、部屋番号を住居表示にしているもの 例－７ 

番コードは、住居表示の番とする。号コードは、住宅区分「５」及び棟番号とす

る。サブコードは、部屋番号とする。 

イ 基礎番号、部屋番号を住居表示にしているもの 例－８ 

番コードは、住居表示の番とする。号コードは、住宅区分及び基礎番号とする。

サブコードは、部屋番号とする。（注．中高層住宅の住居表示には、棟番号の代り

に基礎番号を付けているものがある。基礎番号とは、一般家屋と同じく、10メート

ル単位で付された住居表示の住居番号である。） 

  ウ 英字の棟番号を住居表示にしているもの 例－９ 

番コードは、住居表示の番とする。号コードは、住宅区分「５」、及び棟番号の

英字を「読替表」に基づき数字に読み替えた番号とする。ただし、同一の番で、読

み替えた棟番号と同じ棟番号（又は基礎番号）がある場合は、重複しない番号を設



定する。サブコードは、部屋番号とする。 

読   替   表 

棟番号 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 以下、順を追って 

読み替えする。 読み替え ５１ ５２ ５３ ５４ ５５ ５６ 

⑶ 差額分・散水栓・集会所・駐車場の付属施設 

  ア 住宅分との区分 

中高層住宅の差額分・散水栓・集会所・駐車場の付属施設分（本市メーター設置

のものを含む。）は、住宅分と区分するため、サブコードの12桁目に「８」を設定

する。 

なお、付属施設分で棟番号・部屋番号に基づいて住居表示しているものがあって

も、住居表示（棟番号・部屋番号）では設定しない。 

  イ １つの親メーターで１棟のみ使用しているもの  

番コード・号コードは、当該住宅の住宅分と同じコードを設定する。サブコード

は、12桁目に「８」を設定し、13・14・15桁目は、差額分についてはオールゼロと

し、散水栓、集会所、駐車場については、14桁目に「１」から順次設定する。 

  ウ １つの親メーターで２棟以上が使用しているもの 例－10 

番コード・号コードは、当該住宅の棟番号（英字を数字に読み替えた棟番号を含

む。）のうち、数字の大きい棟番号（親メーターを通過している棟の一番大きい棟

番号）と同じとする。サブコードは、同号イの方法に基づいて設定する。 

⑷ 店舗 

  ア 中高層住宅の親メーターを通過しているもの 例－11 

番コード・号コードは、当該住宅の付属施設分と同じとし、サブコードは、14桁

目に、散水栓、集会所、駐車場の次の番号から順次設定する。 

  イ 中高層住宅の親メーターを通過していないもの（本市メーター設置のもの） 

例－12 

各店舗の住居表示に基づき、第２号の方法に準じて調定番号を設定する。ただし、

住居表示のないものは、部屋番号に基づいて設定することとし、住居表示又は部屋

番号に英字が含まれる場合は、英字は使用しない。 

なお、中高層住宅とは別に独立した建物の店舗で、中高層住宅の親メーターを通

過していないものは、第２条に基づいて調定番号を設定する。 

第４条 旧町名区域の調定番号は、次の各号により設定する。 

⑴ 一般家屋の調定番号 

  ア 番地が決定しているもの 例－13 

番コード・号コードは、当該の枝番地を除く番地（以下、枝番地を除く番地を

「番地」という。）とする。サブコードは、14桁目に「１」を設定する。ただし、



一つの番地に使用者が２件以上ある場合は、２件目から９件目までの使用者につい

ては 14桁目に「２」から「９」を、10件目から 99件目までの使用者については、

13・14桁目に「10」から「99」を、100件目以上の使用者については12・13・14桁

目に「100」から順次設定する。 

  イ 踏切、遊園地、臨時用等で番地のないもの（本市関係及び公設消火栓からの臨時

給水を除く。）例－14 

番コード・号コードは、点検順序の前頁又は後頁の使用者カードの番地とする。

サブコードは、12桁目に「５」を設定し、14桁目に「１」を設定する。ただし、同

じ場所に使用者が２件以上ある場合は、同号アただし書きに基づいて設定する。 

  ウ 本市関係（水道局関係を含む。）例－15 

番コード・号コードは、当該の番地とする。ただし、番地のないものは、同号イ

に基づいて設定する。サブコードは、第２条第５号に基づいて設定する。 

  エ 公設消火栓からの臨時給水（請負業者に直接料金を請求しているもの。本市関係

を除く。）例－16 

番コード・号コードは、当該の番地とする。ただし、番地のないものは、同号イ

に基づいて設定する。サブコードは、第２条第６号に基づいて設定する。 

  オ 新設栓 

新設栓は、同号アからエに基づいて調定番号を設定する。 

  カ 中止栓 

中止栓は、家屋があり一時的に中止しているものについては、同号アからエに調

定番号を設定し、家屋のないものについては、設定しない。 

なお、調定番号を設定していないものを開始した場合は、同号アからエに基づい

て調定番号を設定する。 

 ⑵ 中高層住宅の調定番号 

  ア 住宅 例－17 

番コードは、当該の番地とする。号コードは、住宅区分「５」及び棟番号とする。

サブコードは、部屋番号とする。 

  イ 差額分・散水栓・集会所・駐車場の付属施設及び店舗 例－18 例－19 

番コードは、当該住宅の番地とする。号コード・サブコードは、第３条第３号及

び第４号に基づいて設定する。 

第５条 新設開始・既設開始の調定番号を設定する場合は、次の各号により取り扱うもの

と設定する。 

 ⑴ 号コードの設定方法 

号コードは、開始後、最初のメーター点検後に設定する。ただし、住居表示の号が

決定していないものの号コードは、オールゼロで設定する。 

 ⑵ サブコードの設定方法 



サブコードは、同一号内のサブコードの最大のものの次の番号で設定する。ただし、

前号ただし書きのものについては、第２条第４号に基づき、12桁目に「５」を設定す

る。 

 ⑶ 中高層住宅の調定番号の設定方法 

各戸計量及び各戸収納の適用申請受付時に、各入居者の住居表示（棟番号・部屋番

号）等に基づいて調定番号を設定する。 

 ⑷ 旧町名区域が住居表示の実施により新町名区域となった場合の調定番号の設定 

新の住居表示に基づいて調定番号を設定する。 

（調定番号の変更等） 

第６条 臨時用等の使用者（調定番号の号が 000・サブの先頭桁が５のもの。）の住居表

示が決定した場合は、原則として調定番号を変更する。 

第７条 給水装置の改造工事・家屋の改造工事等により給水装置所在地に変更があった場

合は、調定番号を変更する。        

第８条 調定番号を変更した場合の営業所オンラインシステムヘの登録については、次の

各号により取り扱うものとする。 

⑴ 使用者情報 

営業所オンラインシステムにより旧調定番号を取消し、新調定番号を設定する。 

⑵ 未収情報 

調定番号を変更した使用者に旧調定番号の未収があっても、未収分データの調定番

号は原則として変更しないが、新調定番号と旧調定番号の使用者が同一の場合等で、

未納整理事務を円滑に遂行するために、未収分データを継承する必要があるものにつ

いては、営業所オンラインシステムにより旧調定番号の未収分データを取消し、新調

定番号のデータを登録する。 

⑶ 前受料金情報 

調定番号を変更した使用者に旧調定番号の前受料金データがある場合は、営業所オ

ンラインシステムにより旧調定番号の前受料金データを取消し、新調定番号のデータ

を登録する。 

⑷ メーター情報 

営業所オンラインシステムにより旧調定番号のデータを取消し、新調定番号のデー

タを登録する。 

第９条 給水装置所在地を訂正した場合は、住居表示に基づき営業所オンラインシステム

に登録する。なお、調定番号については、当分の間、当初設定の番号とする。 

 

 

附 則 

この事務要領は、昭和57年４月１日から施行する。 



附 則 

この要領は、平成23年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成28年５月２日から施行する。 

   附 則 

 この改正規定は 令和５年３月23日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

 

 

15

9 0 0

8

6 0

7

2

6 00

号 サ　ブ

1 1 Ａ 4

番

00 2 8 0

事 行 町　名

10

8 9

調定番号の設定例

一般家屋 　太字はコードを固定するもの

例-1

行

7

事 サ　ブ号番町　名

例-2

4

Ａ

1 2 3

1

事

1 1

10

行 町　名 番 号

4 5

3 1 61 0 Ｃ 2 6

15

10 11 12 13 14 15

10

○東淀川区東中島３丁目16番１－44号(１棟－住宅番号44号）

5

0

2 00

サ　ブ

12 13 14

0

0

町　名

1411 12 13

4 40 0 1

1510 11

　に「７」を設定。）

○北区南扇町６番28号（１件目）

号 サ　ブ

11

事 行

0 Ｃ 2

12 13 144 5

例-3

0 0 1 86 3 1 61

9 12 13

0 1 0

1110 14

Ａ 1 2

事

○北区梅田３丁目大阪駅前地下街７－11号（２件目）

行 町　名 番 号 サ　ブ

100 0

○北区梅田３丁目大阪駅前地下街７－11号（１件目）

0 0 7 01

15

1

1

　（号コードは、オールゼロ。サブコードは、12桁目

事 行 町　名

例-4 ○東淀川区南江口２丁目６番（１件目）

00

号 サ　ブ

3 4

番

6 10 14 15

1 1 Ａ 1 2 4 2 00

5

00 0 7

7 8 11 12

129

号 サ　ブ

0 1 01 0 0 0

13 14

7

12 15

1 1 Ａ 3 4 1 0

10 11

06 0 0 0 5 0 1

10 11

1 0 Ｃ 2 8 2

行 町　名

6 7 8 92 3 4 51

00 6 0 0 0 5 0 2

例-6 ○北区堂島浜１丁目１番

事 行 町　名 番 号 サ　ブ○公設消火栓からの臨時給水（本市関係を除く。）

0 2 01 0 0 0 6

13 14 15

2 0 Ｅ 1 5 4 0

番

○福島区福島４丁目１番公園（２件目）

○本市関係（水道局関係含む。）

　（号コードは、オールゼロ。サブコードは、12桁目

　に「６」を設定。）

事

1 2

4 0 1 00 0 0 6

13 14 15

2 0 Ｅ 1 5 1 0

7 8 9 10 11 12

例-5 ○福島区福島４丁目１番公園（１件目）

事 行 町　名 番 号 サ　ブ

　に「５」を設定。）

事 行 町　名

1 0 Ｃ 2 8 2

行

12

○踏切、遊園地、臨時用等

　（号コードは、オールゼロ。サブコードは、12桁目

号 サ　ブ番

13 14 15

14 15

0

10 11

町　名 番 号

○東淀川区南江口２丁目６番（２件目）

事

　の棟番号。サブコードについては12桁目に「８」を

　設定。）

○地下街

　（番コードは、オールゼロとする。）

サ　ブ

10 119 12 13

1 2

○北区南扇町６番28号（２件目）

○住居表示で番・号が決定しているもの（一般のもの）

6

6

6

○木造・簡易耐火等の公営住宅で住宅番号を住居表示に

　しているもの（集会所等は、号コードについては住宅

13

4 9

○東淀川区東中島３丁目16番１号棟の集会所

8

1 2 3

2 3 9

2 3 4 5

81 2 3 4 5 9

7 8 9

番

6 7

76

8

4 0

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 6 7 81 2 3 4

5 6

3 4 5 6

7 81 2 3 4



別表２ 

 

  

0 2 0 0 1

15

15

0 6 0 1

サ　ブ

00

14

事

5 3 0

号

5 5 0

5

　　（一般家屋の調定番号設定方法に同じ。）

10

1 0

行 町　名

118 9 126 7

番

14135 6 7 8 9

サ　ブ

13

2 0 Ｇ 5

行 町　名

Ｃ 2

1

0 6

2

0 3

12

0

10 11

○此花区伝法６丁目３番20号店舗

事 番 号

14 1510 11 12

0 1

13

05

0 0 1

事 行 号 サ　ブ

店舗の部屋番号

１号～５号の分
○港区弁天２丁目１番大きい棟番号６

13 14 15

8 0 Ｘ 1 4 4 0

　・中高層住宅とは別に独立した建物の店舗

1 5 0

6 0 Ｔ

町　名 番

5

　　は、店舗の部屋番号の小さい番号で設定。）

10 11 12

6 0

6 7 8 9

1
　　は、部屋番号とし、英字は活用しない。）

　・店舗を一括し、本市メータを設置している場合

　　（号コードは、９桁目に「５」を設定。サブコード

○阿倍野区王子町４丁目１番１－Ｓ４号

事 行 町　名 番 号 サ　ブ

1 0 1 0 1

14 159

04 8 0 2

　　（各コードは、９桁目に「５」を設定。サブコード 2 0 Ｅ

号 サ　ブ

10 11 12 13

○東淀川区東淡路３丁目５番（例－10の店舗部分）

8 0 1 05 5 0 45 3 0

10

1 0 Ｃ 2

1 2 3 13 1412

号 サ　ブ

9 1511

町　名 番

7 85 64

0 0

○東淀川区東淡路３丁目５番大きい棟番号４（差額分）

5 0 4 8

14 151310 11 12

5 3 0 5

　・各店舗に本市メータを設置している場合

6 7 8

1 0 Ｃ 2

事 行

○東淀川区東淡路３丁目５番大きい棟番号４（散水栓）

例-12 ○福島区大開町４丁目１番11－101号

行 町　名 番 号 サ　ブ

5

0

2 0 1

例-10

5 5 6 06 2

　ドは、付属施設の次の番号とする。）

○中高層住宅の親メータを通過していない店舗

12 13

0 26 0 Ｔ 5

号 サ　ブ

11

10 11 14 15

5

10

9

14 15

10

10 11 12

0

13

5 1 0

13

11 12 13

3

号

15

15

2 0 1

サ　ブ

12 14

14

0 0 11

2 0 1

1 2 3 4

6

○港区港晴２丁目１番Ａ－201号

5

行

例-9

1 0 Ｃ 2

1 2 3

調定番号の設定例

サ　ブ号番町　名事

例-7

中高層住宅

○東淀川区豊里２丁目１－302号

　太字はコードを固定するもの

番事 行 町　名 サ　ブ

0 25 0 1

5

6

1 0 Ｃ 1

1 2 3 5

5 6 7 8

号

8 9

3 21

事

9 4 1

行 町　名 番

　（号コードは、当該住宅の付属施設と同じ。サブコー

6 0 Ｔ 5

Ｃ棟番号

事 行 町　名

例-8

○中高層住宅の親メータを通過している店舗

例-11

　ついてはオールゼロ、散水栓等については、14桁目

　に「１」から設定。

56読み替え

Ｄ Ｅ Ｆ

4

○英字の棟番号を住居表示にしている中高層住宅

　（英字を数字に読み替えて設定）

51 52 53 54

 以下、順を
 追って読替
 する。

読　替　表

○港区港晴２丁目２番Ｆ－201号

5 6 7 8
55

Ａ Ｂ

番

1 2 3 4

7

9

1 2 3 4

事

9

2 3 4

1 2 3 4

事 行 町　名

7 83 4

1 1 4

番

9

5 6 7 8

0 1 5

5 6

1 2 3 4

1 2 3 4

6

1 2

○基礎番号・部屋番号を住居表示にしている中高層住宅

○棟番号・部屋番号を住居表示にしている中高層住宅

　（一般のもの）

○差額・散水栓・集会所の付属施設（親メータを通過

　していないものを含む。）

　（号コードは、当該住宅の号又は大きい棟番号。12

　桁目に「８」を設定し、13～15桁目は、差額分に

1

○東淀川区瑞光４丁目１１番32－101号

6 7 8 9

3 2 0 1

4

棟番号 部屋番号

基礎番号 部屋番号

棟番号 部屋番号

棟番号 部屋番号

棟番号 部屋番号



別表３ 

 

  

　地を除く。）

0 0 0

2 3

番

0

号

105 6 7 8 9

0

事

事 行 町　名 号

0

行

1 4

6 0

○南区河原町２丁目36番地の５（１件目）

9 14

0 01 4

15

1 0

調定番号の設定例

サ　ブ号番町　名事

例-13

旧町名区域 　太字はコードを固定するもの

○番地が決定しているもの（一般のもの）

　　部屋番号。）

行

例-14

5 0 Ｎ

1

15

0 1 0

サ　ブ

12

0 7 0 0 0

9

サ　ブ

○南区河原町２丁目36番地の７（２件目）

5 0

15

Ｎ 9

1

Ｎ

8

14

14

13

○東区濃人橋１丁目20番地（13頁の使用者）

2 005

10 11 12 13

9 11 12 1310

03

号

4 5 6 7 8

63

町　名 番

サ　ブ

11

事 行 町　名 番

2 0 5

○東区濃人橋１丁目地先（14頁の使用者）

　　の番号を設定。）

12

5 0 Ｎ 8

例-15

0

10 15

0 0 0 1 00 2

11

50 7

事

13 14

行 町　名 番 号 サ　ブ

13

0 00 Ｎ 8

8 9

03 6

15

5

11105 6 7 12

8

1 0

○東区本町１丁目39番地

0 3 9 6

14

○東区内久宝寺町４丁目62番地　部屋番号204

13 14 15

○東区淡路町２丁目126番地

5 0

1 2

事 行 番 号

10 11

町　名

6

1

04 8 6 02 5

サ　ブ

12

0 1 2 6 7 0

0

8 05 0

9

0

12 13

号

10

　（番コードは、当該の番地。号コードは、住宅区分

　「５」及び棟番号。サブコードは、部屋番号。

○中高層住宅の差額分、散水栓、集会所、駐車場等の付

　属施設

25 0 Ｎ 8

町　名

5 6

11

○東区内久宝寺町４丁目62番地（散水栓）

事

4 85 0

14 15

0

番 号 サ　ブ

6 2 0 0

12

1

サ　ブ

5 000 0

事 行 町　名 番

13 14

号 サ　ブ

10 11 129

8

15

15

10 13 14

サ　ブ

4

25 0 Ｎ 7 02 0

6 2

町　名

○東区内久宝寺町４丁目62番地（親メータ通過の店舗）

○東区内久宝寺町４丁目62番地（差額）

事 行 町　名 番

8

4

4

108 9

8

番 号

11

行

3

例-19

1

　に「１」から設定。

○中高層住宅の店舗

Ｎ

行

Ｎ

　・中高層住宅の親メータを通過している店舗

4 8 05

○中高層住宅の住宅分

事

11

　12桁目に「８」を設定。13～15桁目は、差額分

　についてはオールゼロ、散水栓等については14桁目

20 8

号 サ　ブ

12 13 14

0

15

行

Ｎ
　　12桁目に「８」を設定。14桁目に散水栓等の次

5 06

町　名 番

2

　・中高層住宅の親メータ通過していない店舗

○本市関係（水道局関係を含む）

　（番・号コードは、当該の番地。サブコードは、12

　桁目に「６」を設定し、14桁目に「１」を設定。

　（番・号コードは、当該住宅に同じ。サブコードは、

○公設消火栓からの臨時給水（本市関係を除く。）

○東区竜造寺通53番地　部屋番号３（親メータ未通過の店舗）

8

　（番・号コードは、当該の番地。サブコードは、12

　桁目に「７」を設定し、14桁目に「１」を設定。

例-17

例-18

例-16

5 0 Ｎ 8

　　（番・号コードは、当該住宅に同じ。サブコードは、

0　　（番・号コードは、当該住宅に同じ。サブコードは、

事

6 9 30 0 0 05

15

3 5 0

13 14129 10 11

2 3 4

1 2 3 4

8

9

1 2 3 4

5 6 7 81

5 6 7 81 2 3 4

7 8 92 3 4 5

5 6 7 81 2 3 4

7 8 9

1 2 3 4 5 6 7

5 6 7 81 2 3 4

　（番・号コードは、当該の番地とする。ただし、枝番 6 73 4 52

○踏切、遊園地、臨時用等で番地のないもの

　（番・号コードは点検順序の前頁又は後頁の番地。サ

　ブコードは、12桁目に「５」を設定し、14桁目に

　「１」を設定。

14頁 空　　地

13頁 12頁 11頁
（ 2 0 番 地 ）

（地 先）



（参考） 

住居表示の原則（大阪市の場合） 

 

１．住居表示は、建物につけられた番号で、次のように表わす。 

××○丁目  ○番   ○号 

町名   街区符号 住居番号 

２．街区符号、は、「番」で表わす。（図１） 

(１) 町、丁目区域の中で、道路などを境にして、いくつかの区画（街区という。）に分け、大阪城に

近い方から順序よく番号がつけられる。この番号を「街区符号」という。 

(２) 街区の大きさの標準は、約 5,000平方メートル（正方形の街区では、一辺が約 70メートル）で

ある。この中に約40の住居（点検対象数）が含まれている。 

３．住居番号は、「号」で表わす。（図２） 

(１) 街区の周辺を 10メートル間隔に区切り、大阪城に近い方から右回りに順序よく番号がつけちれ

る。この番号を「基礎番号」という。 

(２) 住居番号は、建物の主な出入口、又は通路が接する街区境界線の基礎番号に基づいてつけられる。 

４．住居番号の特例 

中高層建物の住居番号は、団地のように棟番号のあるものについては、「棟番号」と「部屋番号」

によって表わし、１棟だけのものについては、「基礎番号」と「部屋番号」によって表わす。 

５．新築家屋の住居表示決定方法 

新住居建築時、所有者又は居住者が区役所へ「建築物等新築届」により申請を行い、区役所が現場

調査を行って決定する。 

決定したものについては、区役所が「付定通知書」を送付し、住居番号を貼る。 

 

根拠法令 

住居表示に関する法律（昭和37．５．10．法律第119号） 

（目的） 

第１条 この法律は、合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もって公共の福

祉の増進に資することを目的とする。 

  



 


